
○
電
波
法
施
行
規
則
及
び
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案 

新
旧
対
照
表 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

（
略
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波

の
型
式
及
び
空
中
線
電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う

。
） 

 

二 

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
電
波

の
型
式
及
び
空
中
線
電
力
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
小
電
力
無
線
局
」
と
い
う

。
） 

 
 

(１)
・
(２) 

（
略
） 

 
 

(１)
・
(２) 

（
略
） 

 
 

(３) 

体
内
植
込
型
医
療
用
デ
ー
タ
伝
送
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
医
療
機
器
か
ら
得
た

情
報
を
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
無
線
設
備
と
体
外
の
無
線
設
備
と
の
間
又
は
体
外
の

無
線
設
備
相
互
間
で
行
う
デ
ー
タ
伝
送
を
い
う
。
）
用
及
び
体
内
植
込
型
医
療
用
遠

隔
計
測
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
医
療
機
器
か
ら
得
た
情
報
を
体
外
の
受
信
設
備
に

対
し
て
自
動
的
に
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
用
で
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
四

〇
一
MHz
を
超
え
四
〇
六
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 
 

(３) 

体
内
植
込
型
医
療
用
デ
ー
タ
伝
送
（
体
内
の
無
線
設
備
と
体
外
の
無
線
制
御
設
備

と
の
間
で
行
う
医
療
の
用
に
供
す
る
デ
ー
タ
伝
送
を
い
う
。
）
用
及
び
体
内
植
込
型
医

療
用
遠
隔
計
測
（
体
内
の
無
線
設
備
が
得
た
情
報
を
体
外
の
受
信
設
備
に
対
し
て
自
動

的
に
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
用
で
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
四
〇
二
MHz
を
超
え

四
〇
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 
 

(４)
～
(14) 

（
略
） 

 
 

(４)
～
(14) 

（
略
） 

 

三 

主
と
し
て
火
災
、
盗
難
そ
の
他
非
常
の
通
報
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
制
御
を
行
う
も

の
で
あ
つ
て
、
Ｆ
一
Ｄ
、
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
二
六
・
二
五
MHz
以
上
四
二

六
・
八
三
七
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
、
四
二
六
・
二
五
MHz
及
び
四
二
六
・
二
五

MHz
に
一
二
・
五
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五

kHz
以
下

の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
四
二
六
・
二
六
二
五
MHz
及
び
四
二
六
・
二
六
二
五
MHz
に
二

五
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
kHz
を
超
え
一
六
kHz
以

下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も

の
（
以
下
「
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
） 

三 

主
と
し
て
火
災
、
盗
難
そ
の
他
非
常
の
通
報
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
制
御
を
行
う
も

の
で
あ
つ
て
、
Ｆ
一
Ｄ
、
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
二
六
・
二
五
MHz
以
上
四
二

六
・
八
三
七
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
、
四
二
六
・
二
五
MHz
及
び
四
二
六
・
二
五

MHz
に
一
二
・
五
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五

kHz
以
下

の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
四
二
六
・
二
六
二
五
MHz
及
び
四
二
六
・
二
六
二
五
MHz
に
二

五
kHz
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
kHz
を
超
え
一
六
kHz
以

下
の
場
合
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が

〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト

以
下
で

あ
る
も
の
（
以
下
「
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
） 

 

四
～
十 

（
略
） 

 

四
～
十 
（
略
） 

 
 

 



無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
） 

第
十
四
条 

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

第
十
四
条 

空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

送 
 

信 
 

設 
 

備 

許 

容 

偏 

差 

上 

限 

（
パ
ー
セ
ン

ト
） 

下 

限 

（
パ
ー
セ
ン

ト
） 

一
～
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

八 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
設
備 

 

(二) 

一
四
二
・
九

MHz
を
超
え
一
四
二
・
九
九

MHz 

以
下
、
一
六
九
・
三
九

MHz
を
超
え
一
六
九
・

八
一

MHz
以
下
、
三
一
二

MHz
を
超
え
三
一
五
・

二
五

MHz
以
下

、
四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
二

MHz
以
下
、
四
〇
五

MHz
を
超
え
四
〇
六

MHz
以

下

又
は
四
三
三
・
六
七

MHz
を
超
え
四
三
四
・

一
七

MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備 

 

(三) 

超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信

設
備 

二
〇 

 

九
～
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

送 
 

信 
 

設 
 

備 

許 

容 

偏 

差 

上 

限 

（
パ
ー
セ
ン

ト
） 

下 

限 

（
パ
ー
セ
ン

ト
） 

一
～
七 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

八 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備 

 

(一) 

ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
設
備 

 

(二) 

一
四
二
・
九

MHz
を
超
え
一
四
二
・
九
九

MHz 

以
下
、
一
六
九
・
三
九

MHz
を
超
え
一
六
九
・

八
一

MHz
以
下
、
三
一
二

MHz
を
超
え
三
一
五
・

二
五

MHz
以
下
又
は
四
三
三
・
六
七

MHz
を
超
え

四
三
四
・
一
七

MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備 

   

(三) 

超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信

設
備 

二
〇 

 

九
～
十
八 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

２
～
４ 

（
略
） 
２
～
４ 

（
略
） 

 
 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
） 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
四
条 

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機

能
に
支
障
を
与
え
な
い
限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回

路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路
の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２
～
16 

（
略
） 

２
～
16 

（
略
） 



17 

四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
六

MHz
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無

線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
値
と
す
る
。 

17 

四
〇
二

MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無

線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告

示
す
る
値
と
す
る
。 

18
～
29 
（
略
） 

18
～
29 

（
略
） 

 
 

（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
十
四 
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
十
四 

特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

七
三
・
六

MHz
を
超
え
一
、
二
六
〇

MHz
以
下
（
一
四
二
・
九
三

MHz
を
超
え
一
四
二

・
九
九

MHz
以
下
、
三
一
二

MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五

MHz
以
下
、
四
〇
一

MHz
を
超
え

四
〇
六

MHz
以
下

、
四
三
三
・
六
七

MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七

MHz
以
下
及
び
九
一
五

・
九

MHz
以
上
九
二
九
・
七

MHz
以
下
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

一 

七
三
・
六

MHz
を
超
え
一
、
二
六
〇

MHz
以
下
（
一
四
二
・
九
三

MHz
を
超
え
一
四
二

・
九
九

MHz
以
下
、
三
一
二

MHz
を
超
え
三
一
五
・
二
五

MHz
以
下
、
四
〇
二

MHz
を
超
え

四
〇
五

MHz
以
下

、
四
三
三
・
六
七

MHz
を
超
え
四
三
四
・
一
七

MHz
以
下
及
び
九
一
五

・
九

MHz
以
上
九
二
九
・
七

MHz
以
下
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

イ
～
へ 

（
略
） 

 

イ
～
へ 

（
略
） 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 

三 

四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
六

MHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

三 

四
〇
二

MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の 

 

イ 

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

。 

 

イ 

一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

。 

 

ロ 

給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。 

 

ロ 

給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。 

 

ハ 

体
内
無
線
設
備
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た

又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
に
お

い
て
使
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
体
外

に
設
置
さ
れ
る
無
線
制
御
設
備
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
体
外
無
線
制
御
設
備
」
と
い
う
。
）
又
は
受
信
設
備
と
の
間

で
無
線
通
信
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
体
外
無

線
設
備
（
人
体
部
位
の
表
面
等
の
体
外
に
設
置
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る

無
線
設
備
（
体
外
無
線
制
御
設
備
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
体
外
無
線
制
御
設
備
の
制
御
に
よ
り
電
波
を
発
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
人
体

又
は
機
器
の
異
常
等
に
関
し
て
急
を
要
す
る
通
信
を
行
う
場
合

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
体
内
無
線
設
備

又
は

体
外
無
線
設
備

を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ハ 

体
内
無
線
設
備
（
生
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
状
態

又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状

態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
生
体
外

に
設
置
さ
れ
る
無
線
制
御

設
備
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
体
外
無
線
制
御
設
備
」
と
い
う
。
）
又
は
受
信
設

備
と
の
間
で
無
線
通
信
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

、
体
外
無
線
制
御
設
備
の
制
御
に
よ
り
電
波
を
発
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
生
体

又
は
機
器
の
異
常
等
に
関
し
て
急
を
要
す
る
通
信
を
行
う
場
合
そ
の
他
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
体
内
無
線
設
備
を
使
用
し
て
通

信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

ニ 

次
に
掲
げ
る

技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

た
だ
し
、
体
外
無
線
制
御
設
備
の
制
御
に
よ
り
電
波
を
発
射
す
る
体
内
無
線
設
備
又

は
体
外
無
線
設
備
及
び
四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
二

MHz
以
下
又
は
四
〇
五

MHz
を
超

え
四
〇
六

MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
体
内
無
線
設
備
又
は
体
外
無
線

 

ニ 

体
外
無
線
制
御
設
備
は
、
次
の

技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
る
こ
と
。 



設
備
の
う
ち
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

(１) 

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
は
、
次
式
に
示
す
受
信
入
力
電
力
の
値
以
上
の
他
の
無
線
局

等
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
、
当
該
受
信
し
た
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
電
波
の
発

射
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
二

MHz

以
下
及
び
四
〇
五

MHz
を
超
え
四
〇
六

MHz
以
下
の
周
波
数
帯
域
又
は
四
〇
二

MHz

を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下

の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
式
に
示
す
受
信
入
力
電

力
の
値
以
上
の
他
の
無
線
局
等
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
は
、
当
該
受
信
入
力
電

力
が
最
低
値
と
な
る
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
電
波
を
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

 
 

 

(１) 

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
は
、
次
式
に
示
す
受
信
入
力
電
力
の
値
以
上
の
他
の
無
線
局

等
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
、
当
該
受
信
し
た
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
電
波
の
発

射
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
四
〇
二

MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以

下
の
す
べ
て

の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
式
に
示
す
受
信
入
力
電
力
の
値
以
上

の
他
の
無
線
局
等
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
は
、
当
該
受
信
入
力
電
力
が
最
低
値

と
な
る
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
電
波
を
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
1
0
l
o
g
B
－
1
5
0
＋
G
デ
シ
ベ
ル
（
1
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

0
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
 

 
 

 
 

 
B

は
、

通
信

状
態

に
お

け
る

最
大

輻
射

帯
域

幅
（

体
内

無
線

設
備

、
体

外
無

線
設

備
又

は
体

外
無

線
制

御
設

備
が

輻
射

す
る

帯
域

幅
で

あ
つ

て
、

最
大

変
調

時
に
お
け
る
輻
射
電
力
の
最
大
値
か
ら
の
減
衰
量
が

2
0
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
上
限

及
び

下
限

の
周

波
数

幅
（

単
位

H
z
）

の
い

ず
れ

か
最

大
の

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
G
は

、
受
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
と
す
る
。
 

 
 
 
 
1
0
l
o
g
B
－

1
5
0
＋
G
デ
シ
ベ
ル
（
1
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

0
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
 

 
 

 
 

 
B

は
、

通
信

状
態

に
お

け
る

最
大

輻
射

帯
域

幅
（
体
内
無
線
設
備
又
は
体
外
無

線
制

御
設

備
が

輻
射

す
る

帯
域

幅
で

あ
つ

て
、

最
大

変
調

時
に

お
け
る
輻
射
電
力

の
最

大
値

か
ら

の
減

衰
量

が
2
0

デ
シ

ベ
ル

と
な

る
上

限
及

び
下

限
の
周
波
数
幅

（
単
位

H
z
）
の
い
ず
れ
か
最
大
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
し
、
G
は
、
受
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
と
す
る
。
 

 
 

 

(２) 

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
帯
域
幅
は
、
最
大
輻
射
帯
域
幅
の
値
以
上
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

 

(２) 

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
帯
域
幅
は
、
最
大
輻
射
帯
域
幅
の
値
以
上
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

 

(３) 

一
の
周
波
数
当
た
り
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
時
間
は
一
〇
ミ
リ
秒

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
四
〇
一

MHz
を
超
え
四
〇
二

MHz
以
下
及
び
四
〇
五

MHz
を

超
え
四
〇
六

MHz
以
下
の
周
波
数
又
は

四
〇
二

MHz
を
超
え
四
〇
五

MHz
以
下
の
周

波
数
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
掃
引
繰
り
返
し
時
間
は
五
秒
以
下
で
あ
る
こ

と
。 

 
 

 

(３) 

一
の
周
波
数
当
た
り
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
時
間
は
一
〇
ミ
リ
秒

以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
四
〇
二
MHz
を
超
え
四
〇
五
MHz
以
下
の
周
波
数
に
お
け
る

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
掃
引
繰
り
返
し
時
間
は
五
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

(４) 

通
信
中
に
他
の
無
線
局
か
ら
の
混
信
に
よ
り
、
正
常
な
通
信
が
で
き
な
い
場
合

に
備
え
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
を
最
初
の
通
信
接
続
時
に
選
択
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

 

(４) 

通
信
中
に
他
の
無
線
局
か
ら
の
混
信
に
よ
り
、
正
常
な
通
信
が
で
き
な
い
場
合

に
備
え
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
を
最
初
の
通
信
接
続
時
に
選
択
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 
 

 

(５) 

代
替
チ
ャ
ネ
ル
は
、
(１)
か
ら
(３)
ま
で
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
つ

て
選
択
さ
れ
る
も
の
と
し
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
に
よ
り
送
信
す
る
場
合
は
、
送
信
前

に
再
度
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
キ

ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
は
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
の
選
択
時
に
お
け
る
キ
ャ

リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
に
比
べ
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
高
く
な
つ
て
は
な
ら
な

い
。 

 
 

 

(５) 

代
替
チ
ャ
ネ
ル
は
、
(１)
か
ら
(３)
ま
で
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
つ

て
選
択
さ
れ
る
も
の
と
し
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
に
よ
り
送
信
す
る
場
合
は
、
送
信
前

に
再
度
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
キ

ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
は
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
の
選
択
時
に
お
け
る
キ
ャ

リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
に
比
べ
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
高
く
な
つ
て
は
な
ら
な

い
。 

 

ホ 

通
信
接
続
時
間
が
五
秒
以
上
中
断
さ
れ
た
場
合
は
、
送
信
を
停
止
す
る
こ
と
。 

 

ホ 

通
信
接
続
時
間
が
五
秒
以
上
中
断
さ
れ
た
場
合
は
、
送
信
を
停
止
す
る
こ
と
。 

 

四
～
十
四 

（
略
） 

 

四
～
十
四 

（
略
） 



（
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

（
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
） 

第
四
十
九
条
の
十
七 

小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の

各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
九
条
の
十
七 

小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の

各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
三 
（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。 

 

四 

電
波
を
発
射
し
て
か
ら
三
秒
以
内
に
そ
の
発
射
を
停
止
し
、
か
つ
、
二
秒
を
経
過
し

た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
後
の
送
信
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
最
初
に

電
波
を
発
射
し
て
か
ら
三
秒
以
内
に
再
送
信
を
行
う
場
合
は
、
送
信
休
止
時
間
を
設
け

ず
に
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

五 

電
波
を
発
射
し
て
か
ら
三
秒
以
内
に
そ
の
発
射
を
停
止
し
、
か
つ
、
二
秒
を
経
過
し

た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
後
の
送
信
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

六 

（
略
） 

六 

送
信
空
中
線
は
、
次
の
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

 
 

(１) 

送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
〇

・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
を
超
え
る
場
合
は
そ
の
超
え
た

分
を
空
中
線
の
利
得
で
減
ず
る
も
の
と
し
、
当
該
値
以
下
と
な
る
場
合
は
そ
の
低
下

分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

(２) 

送
信
空
中
線
が
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
送
信

空
中
線
の
絶
対
利
得
は
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力

を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

 

 
 

別
表

第
一
号
（
第
５
条

関
係
）

 
別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）
 

 
周

波
数
許
容
偏
差
の

表
 

（
略
）
 

 
周
波
数
許
容
偏
差
の
表
 
（
略
）
 

 
注

１
～
3
3
 

（
略
）
 

 
注
１
～
3
3
 
（
略
）
 

 
 

3
4
 

次
に

掲
げ

る
無

線
設

備
に

使
用

す
る

電
波

の
周

波
数

の
許

容
偏

差
は

、
こ

の
表

に

規
定

す
る

値
に

か
か

わ
ら

ず
、

指
定

周
波

数
帯

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
無

線
設

備
に

指
定

す
る

周
波

数
の

指
定

周
波

数
帯

は
、

総
務

大
臣

が
別
に
告
示
す
る
。
 

 
 

3
4
 

次
に

掲
げ

る
無

線
設

備
に

使
用

す
る

電
波

の
周

波
数

の
許

容
偏

差
は

、
こ

の
表

に

規
定

す
る

値
に

か
か

わ
ら

ず
、

指
定

周
波

数
帯

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
無

線
設

備
に

指
定

す
る

周
波

数
の

指
定

周
波

数
帯

は
、

総
務

大
臣

が
別
に
告
示
す
る
。
 

 
 

 
(
1
)
 

（
略
）

 
 
 
 
(
1
)
 
（
略
）
 

 
 

 
(
2
)
 

3
1
2
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
3
1
5
.
2
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

、
4
0
1
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
4
0
6
Ｍ

Ｈ
ｚ

以

下
、

4
3
3
.
6
7
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
4
3
4
.
1
7
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

、
2
,
4
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
上

2
,
4
8
3
.
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
以

下
、

1
0
.
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
1
0
.
5
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
2
4
.
0
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え

 
 

 
(
2
)
 

3
1
2
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
3
1
5
.
2
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

、
4
0
2
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
4
0
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

以

下
、

4
3
3
.
6
7
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
4
3
4
.
1
7
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

、
2
,
4
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
上

2
,
4
8
3
.
5

Ｍ
Ｈ

ｚ
以

下
、

1
0
.
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
1
0
.
5
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
2
4
.
0
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え



2
4
.
2
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
5
7
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
6
6
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
7
6
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
7
7

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

下
又

は
7
7
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
8
1
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

す

る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
 

2
4
.
2
5
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
5
7
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
6
6
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

、
7
6
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
7
7

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

下
又

は
7
7
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
8
1
Ｇ

Ｈ
ｚ

以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

す

る
特
定
小
電

力
無
線
局
の
無
線
設
備
 

 
 

 
(
3
)
・
(
4
)
 

（
略
）
 

 
 
 
(
3
)
・
(
4
)
 
（
略
）
 

 
 
3
5
～
5
4
 

（
略
）

 
 
 
3
5
～
5
4
 
（
略
）
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